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平成２２年４月19日
お知らせ
（社）愛知県建築士事務所協会
名古屋支部　支部長　斉藤　隆
法令行政委員会　
「省エネ法改正について」講習会
　（サッシ等エコポイント含む）
　時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
早速ですが、この度、名古屋市住宅都市局建築指導課の御協力により、上記の講習会を開催します。基本内容は、平成22年４月1日から、床面積が300㎡以上の建物を新築・増改築する際に、省エネ措置の届出が必要になります改正ポイントについてです。サッシ等エコポイントについても、ＹＫＫ ＡＰさんよりご説明いただく予定です。お忙しいとは思いますが、是非参加して下さい。
記
　　　日時　　平成２２年５月１１日（火）　１３：３０～１６：３０
　　　場所　　ＹＫＫ ＡＰ（株）栄ＹＦビル6階　第一会議室
    　　　　　名古屋市中区栄2-11-32（名古屋商工会議所ビル東側）
　　　講師　　名古屋市住宅都市局建築指導課工事指導係長　松浦直哉氏　他
　　　会費　　会員￥１０００円（資料コピー代共）（お茶代）
　　　　　　　　・会員　　　　　　　　　　　　１，０００円
　　　　　　　　・非会員　　　　　　　　　　　２，０００円
　　　定員　　７０名
　　　内容　　　「省エネ法」平成20年度改正のポイント　 （名古屋市）
　　　　　　　　「サッシ等エコポイントについて」　　　　（ＹＫＫ ＡＰ）
（定員超過等により、受講をお断りする以外は、特にご連絡いたしません。）
講習会の申込書
ご出席の方は下記に記入して事務局に５／６（木）までにＦＡＸして下さい。
（社）愛知県建築士事務所協会名古屋支部
　　　　名古屋市中区栄４－３－２６　TEL052-24１-7447　FAX052-241-7448 

· ５／１１省エネ法改正について講習会（サッシ等エコポイント含む）に出席します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（会員・非会員･･･該当に○）
事務所名                           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
ＴＥＬ                            FAX                            　 
　氏名 （連名も可）                                                　  
